
地域包括ケア病棟 

短期間入院 

 様々な疾患・障害を抱えながら在宅で生活されている 

 患者さんと支えておられるご家族のお手伝いを目的として 

 短期間の入院の受け入れを行っています。 

 安心して再び在宅へご退院できるよう支援いたします。 

地域包括ケア病棟とは?  

「急性期治療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受け入れ 

並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える」として 

平成26年度診療報酬改定で新設された病棟（病床）機能です。  

【入院期間】最大60日（※患者さんの状態に合わせて医師が判断いたします） 

【入  院  費】医療費の一部負担金 入院時生活療養費 差額ベッド料 

        保険外自己負担（オムツ代、パジャマ・タオルレンタル料 など）  

【病棟概要】3階北病棟 46床 大部屋（4人床差額なし） 個室Ａ（6,600円） 個室Ｂ（4,400円） 

○ 在宅生活に向けて、ＡＤＬ向上を目的としたリハビリテーションが必要な患者さん 

○ レスパイト（介護をする人の休息などの事情で短期的に入院すること）が必要な患者さん 

○ 医療依存度が高く介護保険のショートステイ活用が困難な場合の一時的な入院 

○ その他困ったときの一時的な入院 

担当窓口：医療福祉相談室 

ほぼ在宅 ときどき入院 

お申し込み方法  
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